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真家みたまおどり
　起源は古く、平安時代とされています。毎年8月15日
の盆に、真家地区の新盆の家をまわり、仏の霊をなぐさめ
る供養の踊りです。

飲酒運転等の罰則が強化 …… P10

第４段階の介護保険料は42,000円 …… P2

平成19年度 介護保険料が決まりました

（国選択・県指定無形民俗文化財）

昨年の全龍寺での様子

市役所に法務局証明書交付窓口が開設 …… P6

登記・行政相談所開設 …… P6

道路交通法の一部改正

主 な 内 容

広　 報

いしおかいしおか

市の木　しい  ・  市の花　ゆり  ・  市の鳥　ひばり



３　広報いしおか　№４５

平
成
20
年
４
月
か
ら

国
民
健
康
保
険
と

　

老
人
保
健
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
国
保
や
社
会
保
険
な
ど
を
運
営
す

る
保
険
者
に
対
す
る
一
定
の
予
防
健
診
な
ど
の
義
務
づ
け
、
保
険
給

付
の
内
容
と
範
囲
の
見
直
し
、
そ
し
て
新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度
が

創
設
さ
れ
ま
す
。
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め

特
定
健
診
が
ス
タ
ー
ト

　

医
療
費
が
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り

毎
年
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
抑
え
る
た
め
生
活
習
慣
病
の

予
防
に
着
目
し
た
特
定
健
診
と
、
特

定
保
健
指
導
が
各
保
険
者
（
国
保
、

社
会
保
険
、
共
済
、
健
康
組
合
等
）

に
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
国
保
や
社
会
保
険
な
ど

の
区
別
な
く
受
診
で
き
た
各
種
健
診

の
う
ち
、
集
団
健
診
と
医
療
機
関
健

診
は
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
保
険
者
が
加
入
者
に
受
診
を

促
し
、
そ
の
受
診
率
や
そ
の
後
の
特

定
保
健
指
導
の
実
施
率
の
目
標
値
達

成
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
に

よ
っ
て
は
財
政
面
で
大
き
な
影
響
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
石

岡
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
平
成
24

年
度
ま
で
の
数
値
目
標
の
設
定
や
達

成
す
る
た
め
の
実
施
計
画
を
現
在
、

策
定
中
で
す
。

老
人
保
健
制
度
に
変
わ
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
が
ス
タ
ー
ト

　

こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
に
変

わ
り
、
75
歳
以
上
の
高
齢
者
（
一
定

の
障
害
が
あ
る
場
合
は
65
歳
以
上
）

を
対
象
に
、独
立
し
た
医
療
制
度「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
始
ま
り
ま

す
。
運
営
は
県
単
位
で
、
全
市
町
村

が
加
入
す
る
広
域
連
合
が
行
い
、
対

象
と
な
る
全
員
が
保
険
料
を
負
担
し

ま
す
。
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
原

則
と
し
て
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な

り
ま
す
。

前
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
変
わ
り
ま
す

   

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
前
期
高
齢

者
の
偏
り
に
よ
る
保
険
者
間
の
負
担

退
職
者
医
療
制
度
は

廃
止

　

新
し
い
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設

に
伴
い
、
退
職
者
医
療
制
度
は
廃
止

さ
れ
ま
す
が
、
経
過
措
置
と
し
て
、

平
成
26
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
65

歳
未
満
の
退
職
被
保
険
者
等
が
65
歳

に
達
す
る
ま
で
存
続
し
ま
す
。

高
齢
者
の
患
者
負
担
が
１
割
か
ら
２

割
に
引
き
上
げ

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
高
齢
者
の

自
己
負
担
割
合
は
原
則
１
割
、
現
役

並
み
所
得
者
３
割
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
現
役
並
み
所
得
者
以
外
の
方

は
、
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

自
己
負
担
割
合
の
軽
減（
２
割
負
担
）

対
象
年
齢
が
拡
大

　

自
己
負
担
割
合
の
軽
減
対
象
年
齢

高
齢
者
の
食
費
と
居
住
費
の
負
担
の

対
象
年
齢
の
見
直
し

　

療
養
病
床
に
入
院
す
る
高
齢
者
の

食
費
と
居
住
費
の
対
象
年
齢
が
、
こ

れ
ま
で
の
70
歳
以
上
か
ら
65
歳
以
上

に
変
わ
り
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
の

見
直
し

　

高
齢
者
の
患
者
負
担
の
見
直
し
に

伴
い
、
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
限
度

額
一
般
の
方
の
自
己
負
担
額
が
変
更

に
な
り
ま
す
。

区　分 H20 年
３月まで

H20 年
４月から

外　来
（個人ごと）

12,000 円 24,600 円

外来＋入院
（世帯単位）

44,400 円
62,100 円

〈44,400 円〉

〈 〉の数字は年間で４回目以降の金額です。

問
い
合
わ
せ

市
役
所　

保
険
年
金
課　

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
１
４
３
）

八
郷
総
合
支
所　

市
民
窓
口
課

☎
４
３
・
１
１
１
１
（
内
１
１
２
１
）

の
不
均
衡
を
、
各
保
険
者
の
加
入
者

数
に
応
じ
て
調
整
す
る
制
度
で
、
対

象
者
が
加
入
す
る
保
険
者
が
変
わ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
保
険
料
の

納
付
は
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全

員
が
前
期
高
齢
者
の
場
合
、
原
則
年

金
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

　

動
物
愛
護
月
間
は
、
広
く
県
民
の

皆
さ
ん
の
間
に
、
動
物
の
愛
護
と
正

し
い
飼
い
方
に
つ
い
て
の
関
心
と
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
月
間
で
す
。

・
動
物
を
飼
う
と
き
は
、
習
性
を
よ

く
理
解
し
、
終
生
責
任
を
持
っ
て
飼

い
ま
し
ょ
う

・
人
と
動
物
と
の
調
和
の
取
れ
た
豊

か
な
環
境
作
り
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う

・
動
物
を
み
だ
り
に
虐
待
し
、
ま
た

は
遺
棄
し
た
者
は
罰
金
（
50
万
円
以

下
）
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

小
さ
な
命
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
！

日 
 

時　

９
月
22
日
（
土
）
10
時
～

会 
 

場　

茨
城
県
三
の
丸
庁
舎
広
場

内 
 

容　

・
子
犬
の
譲
渡
会
（
事
前

予
約
制
）・
動
物
何
で
も
相
談
、
し

つ
け
方
教
室
・
動
物
ふ
れ
あ
い
コ
ー

ナ
ー
な
ど

問
い
合
わ
せ

茨
城
県
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
６
・
７
２
・
１
２
０
０

☆
大
好
き
い
ば
ら
き

　
　

動
物
愛
護
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

９
月
は
動
物
愛
護
月
間

新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度

の
創
設

が
現
行
の
３
歳
未
満
か
ら
義
務
教
育

就
学
前
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

自
己
負
担
割
合
や

　

対
象
年
齢
等
の
見
直
し



第
４
段
階
の

　

 
介
護
保
険
料
は
４
万
２
０
０
０
円

　

平
成
18
年
分
所
得
の
決
定
を
受
け
、
今
年
度
の
介
護
保
険
料
が
確
定
し

ま
し
た
。
年
金
天
引
き
の
方
に
は
、
介
護
保
険
料
特
別
徴
収
額
決
定
通
知

書
が
９
月
末
に
市
か
ら
送
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
年
金
天
引
き
以
外
の
方
に

は
、
３
期
以
降
分
の
納
付
書
が
８
月
に
送
付
さ
れ
ま
す
。 

　

介
護
保
険
料
は
、
期
限
内
に
納
付
願
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
は
40
歳
以
上
の
人
の
保

険
料
と
公
費
（
国
・
県
・
市
）
を
財

源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
私
た
ち
が
介
護
を
必
要
に

な
っ
た
時
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用

に
充
て
る
こ
と
で
本
人
と
そ
の
家
族

を
支
え
て
い
ま
す
。

　

65
歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
に

基
づ
い
て
基
準
額
を
算
定
し
、
市
民

税
課
税
の
状
況
や
前
年
の
所
得
額
に

応
じ
て
６
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　

石
岡
市
に
お
い
て
も
、
65
歳
以
上

の
高
齢
者
が
全
体
の
22･

５
％
（
平

成
19
年
７
月
１
日
現
在
）
を
占
め
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
も
年
々
増
え

て
い
ま
す
。
今
後
も
サ
ー
ビ
ス
を
安

定
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
に
、
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

平
成
19
年
度　

介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た

段    階 各　段　階　の　説　明 年間保険料額
( 円 )

第１段階 生活保護、老齢福祉年金受給の市民税世帯非課税者 21,000

第２段階 市民税世帯非課税者で、合計所得金額と課税年金収
入額の合計額が 80 万円以下の者 21,000

第３段階 市民税世帯非課税者で第２段階以外の者 31,500

第４段階
市民税本人非課税者 42,000

　
第１・第２段階からの激変緩和措置対象者 34,860
第３段階からの激変緩和措置対象者 38,220

第５段階

市民税本人課税者（合計所得 200 万円未満） 52,500

　

　 

第１・第２段階からの激変緩和措置対象者 42,000
第３段階からの激変緩和措置対象者 45,360
第４段階からの激変緩和措置対象者 48,720

第６段階 市民税本人課税者（合計所得 200 万円以上） 63,000

平成 19 年度  　介護保険料 ( 第１号被保険者 ) 段階別保険料

※激変緩和措置対象者とは、平成 17
年度の税改正により市民税非課税者
から課税者になったことで、所得段
階が上がった方の保険料の急増を避
けるため、平成 19 年度まで行われ
る緩和措置の対象となる方です。

※年度途中に資格を取得された方
は、資格取得日の前日の月から平成
20 年３月までを年間保険料額とし
ます。
問い合わせ　市役所　介護保険室
       ☎ 23-1111（内 165・154）

　

市
で
は
、
乳
幼
児
・
母
子
家
庭
・

父
子
家
庭
・
重
度
心
身
障
害
者
・
妊

産
婦
の
方
々
に
医
療
費
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。
10
月
診
療
分
か
ら

は
、
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
市

独
自
に
支
給
年
齢
を
拡
大
し
、小
学
生
・

中
学
生
の
入
院
費
も
助
成
し
ま
す
。

９
月
診
療
分
ま
で

入
院

外
来

乳
児
・
幼
児
（
未
就
学
児
）

※
所
得
制
限
あ
り

　
　
　
　
　
　

←

10
月
診
療
分
か
ら

入
院

外
来

乳
児
・
幼
児
（
未
就
学
児
）

※
所
得
制
限
あ
り

入
院

の
み

小
学
生
・
中
学
生

※
所
得
制
限
あ
り

助
成
内
容　

病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
対

象
者
が
入
院
し
た
と
き
、
病
院
で
支

払
っ
た
保
険
診
療
分
の
医
療
費
を
助

成
し
ま
す
。
た
だ
し
、福
自
己
負
担

金
と
健
康
保
険
か
ら
高
額
療
養
費
、

附
加
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、

そ
の
支
給
額
を
控
除
し
た
額
が
助
成

さ
れ
ま
す
。

福
自
己
負
担
金　

１
日　

３
０
０
円

︵
月
３
０
０
０
円
限
度
︶

入
院
時
食
事
標
準
負
担
額　

一
食　

２
６
０
円

少
子
化
対
策
と
し
て
10
月
か
ら 

福 

制
度
が
拡
大

小
中
学
生
ま
で
の
入
院
費
を
助
成

所
得
制
限︵
父
も
し
く
は
母
の
所
得
︶

   うち 老人扶養
　    親族などの数

３人

－

－

－

501

２人

－

－

465

495

１人

－

429

459

489

所　得
制限額
( 万円 )

393

423

453

483

扶養
親族
数

０人

１人

２人

３人

申
請
に
必
要
な
も
の

①
病
院
で
発
行
し
た
領
収
書 

②
健

康
保
険
証 

③
健
康
保
険
か
ら
高
額

療
養
費
・
附
加
給
付
が
支
給
さ
れ
る

場
合
は
、
そ
の
支
給
額
の
確
認
で
き

る
書
類
︵
支
給
決
定
通
知
な
ど
︶
④

振
込
先
の
わ
か
る
も
の
︵
郵
便
局
は

除
く
︶ 

⑤
認
印

※
転
入
者
は
、
課
税
証
明
書
ま
た
は

非
課
税
証
明
書
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

市
役
所 

保
険
年
金
課 

医
療
年
金
担
当

☎
２
３
・
１
１
１
１
︵
内
１
３
３
︶

八
郷
総
合
支
所 

市
民
窓
口
課

☎
４
３
・
１
１
１
１
︵
内
１
１
２
１
︶

※父母を除く扶養義務者は 1000 万
　円が所得制限額です。
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募

集

伝
統
文
化
「
う
た
の

ち
か
ら
」
こ
ど
も
教
室

　

小
学
４
年
生
か
ら
６
年
生
の
皆
さ

ん
、
た
の
し
い
百
人
一
首
、
や
さ
し

い 

都ど
ど
い
つ

々
逸
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

日
時　

９
月
１
・
８
・
29
日
、
10
月

20
・
27
日
、
11
月
10
・
17
日
、
12
月

１
・
22
日
、
１
月
５
・
19
日
、
２
月

２
・
16
日
、
３
月
１
・
15
日
の
土
曜

日　

全
15
回　

午
前
10
時
～
正
午

内
容　

言
葉
は
と
て
も
大
切
で
す
。

百
人
一
首
も
か
る
た
遊
び
で
覚
え
て
、

都
々
逸
の
詩
を
作
る
こ
と
で
日
本
語

の
表
現
能
力
を
養
い
ま
し
ょ
う
。

対
象
者　

市
内
の
小
学
４
～
６
年
生

募
集
人
数　

15
名
ま
で

受
講
料　

無
料
（
筆
記
用
具
持
参
）

申
込
期
限　

８
月
29
日
（
水
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

申
し
込
み　

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク

ス
で
郵
便
番
号
、
住
所
、
電
話
番
号
、

学
年
、
氏
名
（
保
護
者
の
名
前
も
記

入
し
て
く
だ
さ
い
）
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

※
こ
の
事
業
は
（
財
）
伝
統
文
化
活

性
化
国
民
協
会
（
文
化
庁
委
嘱
）
の

伝
統
文
化
こ
ど
も
教
室
事
業
に
基
づ

き
行
っ
て
い
ま
す
。

場
所
・
問
い
合
わ
せ

川
崎
緑
仙　

川
崎
香
美　

石
岡
市
東
光
台
２-

８-

35

☎
・
ＦＡＸ　

２
７
・
０
４
４
１

携
帯
☎　

０
９
０
・
６
４
８
０
・
５
５
０
０

来
春
高
卒
者
の
求
人
受
付

が
始
ま
り
ま
し
た

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
６
月
20
日

か
ら
、
来
春
高
卒
者
の
求
人
受
付

を
始
め
て
い
ま
す
。
卒
業
ま
で
に

就
職
内
定
を
得
て
、
希
望
を
も
っ

て
社
会
で
活
躍
で
き
る
よ
う
、
ぜ

ひ
早
め
に
求
人
の
申
し
込
み
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

石
岡
市
公
共
職
業
安

定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
石
岡
）

☎
２
６
・
８
１
４
１

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士

を
派
遣
し
ま
す

　

大
地
震
に
よ
る
家
屋
の
倒
壊
か
ら

生
命
を
守
る
た
め
、
あ
な
た
も
家
の

耐
震
診
断
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

市
で
は
、「
木
造
住
宅
耐
震
診
断

士
」の
派
遣
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
自
己
負
担
２
０
０
０
円
と
返
信
用

80
円
切
手
が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
住
宅

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築

確
認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
た
一
戸
建

て
木
造
住
宅
で
、
階
数
が
２
階
以
下

の
も
の

②
店
舗
併
用
住
宅
等
の
場
合
は
、
面

積
の
半
分
以
上
が
住
宅
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
も
の

※
枠
組
壁
工
法
、
丸
太
組
工
法
、
プ

レ
ハ
ブ
工
法
な
ど
の
特
殊
な
工
法

に
よ
り
建
築
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
り
ま
す
。
建
築
確
認
の
必
要
が
な

か
っ
た
石
岡
地
区
で
の
昭
和
26
年
以

前
、
八
郷
地
区
で
の
平
成
４
年
以
前

の
建
物
は
該
当
し
ま
す
。

診
断
士
の
派
遣
を
受
け
ら
れ
る
方　

①
ま
た
は
②
の
所
有
者
で
、
税
金
の

滞
納
の
無
い
方

申
込
方
法　

建
築
住
宅
指
導
課
ま
た

は
総
合
支
所 

道
路
建
設
課
に
直
接

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
そ

れ
ぞ
れ
の
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

受
付
期
間　

８
月
20
日
（
月
）
～
31

日
（
金
）
ま
で

問
い
合
わ
せ　

市
役
所 

建
築
住
宅
指

導
課 

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
２
６
３
）

※
悪
質
な
業
者
に
よ
る
勧
誘
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
市
が
訪
問
や
電
話
で

耐
震
診
断
の
勧
誘
を
行
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

市
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
・
携

帯
サ
イ
ト
の
ご
利
用
を
！

　

市
で
は
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
や
携
帯

サ
イ
ト
を
開
設
し
、
様
々
な
情
報
を

発
信
し
て
い
ま
す
。（
別
途
、
通
信

料
が
か
か
り
ま
す
）

広報いしおか　№４５　４

情報
ネットワーク

石岡市役所
　☎ 23ー1111
八郷総合支所
　☎ 43ー1111
石岡消防署
　☎ 23ー0119
八郷消防署
　☎ 43ー6491
火災情報
　☎ 24ー1818
テレホンサービス
　☎ 0800ー800ー7766

広　告　掲　載　欄



を
直
接
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

携
帯
サ
イ
ト
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.city.ishioka.lg.jp/

017m
obile/index.htm

情報　ネットワーク

平成19年度 自衛官募集

そ

の

他

◆ 

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
…
…
「
観
光

情
報
」「
無
料
相
談
」「
健
康
相
談
」

「
議
会
だ
よ
り
」「
行
政
か
ら
の
お
知

ら
せ
」
な
ど
を
毎
週
水
曜
日
に
パ
ソ

コ
ン
や
携
帯
電
話
に
メ
ー
ル
配
信
す

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
さ
ら
に
、「
不

審
者
情
報
」「
災
害
情
報
」
な
ど
は

臨
時
配
信
と
し
て
、
随
時
行
っ
て
い

ま
す
。
申
し
込
み
は
、
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
随
時
更
新
情
報
に
あ
る

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
か
ら
で
き
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.city.ishioka.lg.jp/

◆ 

携
帯
サ
イ
ト
…
…
市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
携
帯
電
話
版
で
、
外
出
先
か

ら
の
情
報
確
認
の
際
に
と
て
も
便
利

で
す
。
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
携

帯
電
話
で
次
の
２
次
元
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
と

る
か
、
携

帯
サ
イ
ト

ア
ド
レ
ス

問
い
合
わ
せ　

市
役
所 

情
報
シ
ス
テ
ム
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
４
５
１
・
４
５
２
）

　  ２次元
　バーコード

防衛大学校学生 防衛医科大学校学生 看護学生

　修学年限は４年で
　卒業後１年で陸・
　海・空の幹部に任
 〔 官します　　　　〕　修学年限は６年

　で、国家試験合
　格後、医者とし
　て幹部に任官し
 〔 ます　　　　　 〕

　修学年限は３年
　で、国家試験合
　格後、看護師と
　して２等陸曹に
 〔 昇任します　　 〕

応募資格 高卒（見込含）
21 歳未満の男子・女子

高卒（見込含）
24 歳未満の男子・女子

試
験
期
日

第１次
試　験

推薦   ９月 23・24 日
一般 11 月 10・11 日 11 月３・４日 10 月 14 日

第２次
試　験

一般のみで 12 月 11
～ 14 日の間の指定
する日

12 月５～７日の間
の指定する日

11 月 17 日または
18 日の指定する日

学生手当

初任給等

106,600 円
ボーナス年２回

（約 3.3 か月分）

157,500 円
ボーナス年２回

（約 4.45 か月分）

種 目

募集要項

受付期間　推薦試験　９月５日（水）～　７日（金）
　　　　　一般試験　９月７日（金）～２８日（金）

※衣食住…無料で支給されます
　　　　　　　■問い合わせ　
　　　　　　　自衛隊茨城地方協力本部 土浦地域事務所
　　　　　　　☎ 029-821-6986　
　　　　　　　ホームページ　 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/
　　　　　　　電子メール        hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp
　　　　　　　石岡市役所 　総務課 ☎ 23-1111（内 254）
　　　　　　　八郷総合支所 総務課 ☎ 43-1111（内 1144）

入
国
警
備
官
募
集

　

入
国
警
備
官
は
、
法
務
省
に
属
す

る
国
家
公
務
員
で
す
。
最
近
、
社

会
問
題
と
な
っ
て
い
る
不
法
入
国
者

や
不
法
就
労
外
国
人
な
ど
不
法
に
滞

在
す
る
外
国
人
へ
の
取
り
締
ま
り
や

本
国
へ
の
送
還
な
ど
重
要
な
任
務
を

担
っ
て
い
ま
す
。

受
験
資
格　

昭
和
59
年
４
月
２
日
～
平

成
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

第
一
次
試
験
日　

９
月
30
日
（
日
）

試
験
種
目　

教
養
試
験
、
作
文
試
験

※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

東
日
本
入
国
管
理
セ

ン
タ
ー 

総
務
課
（
牛
久
市
久
野
町

１
７
６
６ 

牛
久
法
務
総
合
庁
舎
内
）

☎
０
２
９
・
８
７
５
・
１
２
９
１

お
済
み
で
す
か
？　

特
定

疾
患
医
療
受
給
者
証
の
継

続
給
付
（
更
新
）
の
申
請

　

か
い
よ
う
性
大
腸
炎
や
パ
ー
キ
ン

ソ
ン
病
な
ど
国
が
指
定
し
た
45
疾
患

に
つ
い
て
、医
療
費
の
公
費
負
担（
助

成
）
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
特
定

疾
患
医
療
受
給
者
証
を
持
つ
方
は
、

受
給
者
証
の
継
続
給
付
（
更
新
）
手

５　広報いしおか　№４５
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都
市
計
画
変
更
の

　

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
で
は
、
都
市
計
画
の
変
更
を
予

定
し
て
お
り
、
都
市
計
画
原
案
の
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

８
月
24
日
（
金
）
午
後
７
時
～

場
所　

市
役
所
４
階 

会
議
室

内
容

○ 

都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
駅
前
・

東
ノ
辻
線
）

○ 

用
途
地
域
の
変
更（
石
岡
市
石
岡
・

泉
町
・
東
大
橋
地
内
の
一
部
地
域
）

○ 

特
別
用
途
地
区
の
決
定
（
石
岡

市
石
岡
・
泉
町
地
内
の
一
部
地
域
）

問
い
合
わ
せ　

市
役
所 

都
市
計
画
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
２
９
８
）

市
役
所
に
水
戸
地
方
法
務

局
土
浦
支
局
証
明
書
交
付

窓
口
が
開
設

　

水
戸
地
方
法
務
局
石
岡
出
張
所

が
、
５
月
７
日
を
も
っ
て
土
浦
支
局

に
統
合
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
８
月

６
日
（
月
）
か
ら
証
明
書
交
付
サ
ー

ビ
ス
の
取
り
扱
い
窓
口
が
、
市
役
所

本
庁
舎
１
階
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

証
明
書
交
付
窓
口
で
取
り
扱
う
事
務

○ 

不
動
産
登
記
の
全
部
事
項
お
よ

び
現
在
事
項
証
明
書

○ 

商
業
・
法
人
登
記
の
履
歴
事
項

続
き
を
行
い
、
新
た
な
受
給
者
証
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

手
続
き
が
済
ん
で
な
い
方
は
、
最
寄

り
の
保
健
所
に
問
い
合
わ
せ
の
う

え
、
早
め
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

対
象
者　

有
効
期
限
が
平
成
19
年
９

月
30
日
ま
で
の
一
般
特
定
疾
患
医
療

受
給
者
証
を
持
つ
方

申
請
締
切　

９
月
28
日
（
金
）
ま
で

※
期
限
の
切
れ
た
医
療
受
給
者
証
は

無
効
と
な
り
、
公
費
負
担
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

土
浦
保
健
所 

保
健
指
導
課

☎
０
２
９
・
８
２
１
・
５
５
１
６

全
部
お
よ
び
一
部
証
明
書
・
現
在
事

項
全
部
お
よ
び
一
部
証
明
書
・
代
表

者
事
項
証
明
書

○ 

会
社
・
法
人
の
印
鑑
証
明
書

場
所　

市
役
所
１
階

時
間　

平
日
の
午
前
９
時
～
正
午
・

午
後
１
時
～
４
時
30
分
ま
で

※
登
記
印
紙
は
市
役
所
地
下
の
職
員

組
合
で
販
売
し
て
い
ま
す
。　

問
い
合
わ
せ

水
戸
地
方
法
務
局 

土
浦
支
局

☎
０
２
９
・
８
２
１
・
０
７
８
３

法
務
局
公
開
講
座

　

今
回
の
講
座
は
、
皆
さ
ま
か
ら
の

相
談
が
多
い「
相
続
と
登
記
」を
テ
ー

マ
に
開
催
し
ま
す
。
土
地
や
建
物
の

所
有
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
手
続
き

や
必
要
な
書
類
な
ど
、
法
務
局
職
員

が
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。
ぜ

ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
12
日
（
水
）　

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

会
場　

府
中
地
区
公
民
館
（
石
岡
市

府
中
５-

５-

17
）

内
容　
「
相
続
と
登
記
」

定
員　

１
０
０
名

申
し
込
み　

事
前
に
電
話
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

水
戸
地
方
法
務
局 

土
浦
支
局
（
土

浦
市
下
高
津
１-

12-

９
）

☎
０
２
９
・
８
２
１
・
０
７
９
２

登
記
・
行
政
相
談
所
開
設

　

市
で
は
、
登
記
・
行
政
相
談
所
を

開
設
し
、
登
記
、
供
託
・
訴
訟
書
類

の
作
成
な
ど
に
関
す
る
相
談
と
、
行

政
に
関
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
の
相

談
を
受
け
付
け
ま
す
。
登
記
相
談
は

茨
城
司
法
書
士
会
石
岡
支
部
が
、
行

政
相
談
は
行
政
相
談
委
員
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。
い
ず
れ
の
相
談
も
無
料

で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
14
日
（
金
）　

　
　
　

午
後
１
時
～
３
時

場
所　

中
央
公
民
館

問
い
合
わ
せ　

市
役
所 

秘
書
広
聴
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
２
１
２
）

正面玄関

保険年金課

市民課

高
齢
福
祉
課

介
護
保
険
室

社会福祉課消費生活
センター

WC

EV

出入口

会計課法
務
局
窓
口銀　行

市
役
所
１
階 

見
取
り
図

総合
案内

収
納
特
別
対
策
室

▲

広報いしおか　№４５　６

税
務
課
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情報　ネットワーク

人
権
啓
発
講
演
会
が
開
催

あ
な
た
も
大
学
院
で

    　
　

学
び
ま
せ
ん
か
！

　

茨
城
大
学
大
学
院
「
人
文
科
学
研

究
科
」
で
は
、
学
び
た
い
と
い
う
向

学
心
を
も
つ
社
会
人
の
た
め
に
、
社

会
人
特
別
選
抜
制
度
を
設
け
、
入
学

の
門
戸
を
大
き
く
開
い
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
社
会
人
と
し
て
学

ば
れ
た
方
々
の
報
告
や
、
今
年
度

の
入
試
方
法
に
つ
い
て
の
説
明
会

永
年
無
事
故
・
無
違
反

優
良
運
転
者
表
彰

　

石
岡
地
区
交
通
安
全
協
会
で
は
、

今
年
も
永
年
無
事
故
・
無
違
反
優
良

　

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

　
　
　

カ
ラ
オ
ケ
歌
謡
祭

柴
山
幸
吉
歌
謡
50
周
年
＆
あ
ゆ
み
会

日
時　

８
月
26
日
（
日
）
午
前
10
時

場
所　

石
岡
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

入
場
料　

無
料

問
い
合
わ
せ

あ
ゆ
み
会　

☎
２
３
・
７
５
２
６

　

茨
城
県
で
は
、
県
民
の
皆
様
が

人
権
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
し

て
、
講
師
に
女
優
の
小
山
明
子
さ

ん
を
迎
え
、
人
権
啓
発
講
演
会
を

開
催
し
ま
す
。

日
時　

９
月
１
日
（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

場
所　

小
美
玉
市　

　
　
　

四
季
文
化
館
（
み
の
～
れ
）

参
加
費　

無
料

申
込
方
法　

会
場
名
、
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
参
加
人

数
を
明
記
の
う
え
、ハ
ガ
キ
、フ
ァ
ッ

ク
ス
、
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
３
１
０

⊖

８
５
５
５

水
戸
市
笠
原
町
９
７
８

⊖

６

人
権
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

@
０
２
９
・
３
０
１
・
３
１
３
６

FAX   

０
２
９
・
３
０
１
・
３
１
３
８

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w.pref.
ibaraki.jp/bukyoku/hoken/
koso/keihatsu/index.htm

運
転
者
の
地
区
表
彰
を
行
い
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

提
出
書
類

①
表
彰
申
請
書

②
無
事
故
無
違
反
証
明
書
（
８
月

１
日
以
降
の
も
の
。
交
付
手
数
料

７
０
０
円
が
必
要
で
す
）

③
運
転
免
許
証
の
コ
ピ
ー

④
印
鑑

※
申
請
書
、
証
明
書
は
交
通
安
全
協

会
事
務
局
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

締
切
日　

９
月
21
日
（
金
）

詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

石
岡
地
区
交
通
安
全
協
会
事
務
局

（
石
岡
警
察
署
内
）
☎
２
６・２
２
９
３

を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
参
加

く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
８
日
（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

場
所　

茨
城
県
三
の
丸
庁
舎

　
　
　

３
階　

３
０
１
講
座
室

参
加
費　

無
料

問
い
合
わ
せ　

茨
城
大
学
大
学
院  

学
務
係

☎
０
２
９・２
２
８・８
１
０
２

「
母
に
歌
う
子
守
歌
…
…

　
　
　
　

わ
た
し
の
介
護
日
誌
」

作
家　

落
合　

恵
子

　

市
で
は
、
今
回
﹁
さ
わ
や
か
ハ
ー

モ
ニ
ー
セ
ミ
ナ
ー
﹂
に
お
い
て
、
作

家
の
落
合
恵
子
さ
ん
を
迎
え
、
公
開

講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
31
日
︵
金
︶

　
　
　

午
後
６
時
30
分
～

場
所　

ふ
れ
あ
い
の
里
石
岡 

ひ
ま

わ
り
の
館 

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

定
員　

２
０
０
名
︵
全
席
自
由
、
先

着
順
︶

参
加
費　

無
料
︵
託
児
あ
り
︶

※
託
児
︵
２
歳
～
未
就
学
児
︶
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
８
月
17
日
︵
金
︶

ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
、
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

市
役
所 

企
画
課 

男

女
共
同
参
画
担
当　

☎
２
３
・
１
１
１
１
︵
内
２
２
２
︶

講 演 会

７　広報いしおか　№４５

広　告　掲　載　欄



八

日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30

外科  石岡循環器科脳神経外科病院  ☎ 58-5211

内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515    

18
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00　市役所　

　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）

 　 １歳６か月児健診（対象：Ｈ 18．3 月生まれ）

　   13：00 ～ 14：00

19
（水）

　   健康クラブＡ（要予約）13：00 ～ 15：00

　   ピカピカ歯みがき教室 （対象：2 歳 6 か月～就学前）

　（申込期間 9 月 3 日～ 7 日）13：00 ～ 14：00

　   3 歳児健診（対象：Ｈ 16.7 ～ 8 月生まれ）

　  13：00 ～ 14：45

20
（木）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　中央公民館

女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00　市役所

　（要予約）市役所 企画課（内 222）

夜間市税納税相談（納付）

　17：30 ～ 20：00　市役所 収納特別対策室

　   リハビリテーション 9：30 ～ 11：30

　   心の健康相談（要予約）13：30 ～ 15：30　　  

21
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　国府地区公民館　

　  リハビリテーション（要予約）13：00 ～ 15：00　

22
（土）

休日市税納税相談  （納付） 

　9：00 ～ 16：30　市役所 収納特別対策室

22 〜 24 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30

緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30

外科  斉藤病院 　☎ 26-2131

内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30

外科  渡辺クリニック　☎ 26-7633

内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

25
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00　市役所　

　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）

　   2 歳児母子歯科健診（対象：Ｈ 17.7 ～ 8 月生まれ）

　  13：00 ～ 13：45

26
（水）

女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00 中央公民館

　（要予約）市役所 企画課（内 222）

　   3 歳児健診（対象：Ｈ 16.8 月生まれ）

　  13：00 ～ 14：00

　   さわやか健康クラブ【中級】（要予約）9：30 ～

　   さわやか健康クラブ【メタボ改善】（要予約）

　   13：00 ～ 15：00

27
（木）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　中央公民館

女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00　市役所

　（要予約）市役所 企画課（内 222）

　   訪問リハビリ（要予約）9：30 ～ 11：00

　  リハビリテーション 9：30 ～ 11：30

28
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　国府地区公民館　

      リハビリテーション（要予約）

　  13：00 ～ 15：00 

29
（土）

休日市税納税相談  （納付） 

　9：00 ～ 16：30　市役所 収納特別対策室

29 〜 30 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30

緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

30
（日）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30

外科  府中クリニック　☎ 22-2146

内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

石

八

石

八

石 

石

石

八

八

八

八

八

石

消費生活相談 月～金曜日（昼除く）10:00 ～ 16:30 消費生活センター ( 市役所内 ) ☎ 22-2950
教育相談 月～金曜日（昼除く）   9:30 ～ 17:00 教育相談室（府中小学校）☎ 24-5519

年金相談（要予約）
9 月 4 日 ( 火 ) 10:00 ～ 15:00 常陽銀行石岡支店 ☎ 23-1202
9 月 20 日 ( 木 )   9:00 ～ 16:00 石岡郵便局  ☎ 22-2406

年金・社会保険相談 9 月 7 日 ( 金 ) 10:00 ～ 14:00 石岡商工会議所 ☎ 22-4181

◎会場はサポート１の 5 階大ホール
不動産相談 (要予約 ) 9 月 7 日 ( 金 ) 13:00 ～ 16:00
暮らしの給排水相談 (要予約 ) 9 月 7 日 ( 金 ) 13:00 ～ 16:00

精神クリニック (要予約 ) 第 2･3 金曜日
第 4 火曜日

13:00 ～ 15:00
10:00 ～ 12:00 土浦保健所 ☎ 029-821-5516

交通事故相談
(弁護士相談は要予約 )

月～金曜日（昼除く）
弁護士相談 水曜日

   9:00 ～ 16:30
13:00 ～ 16:00 県南地方交通事故相談所 ☎ 029-823-1123

身体障害者（児）・戦傷病者　
補装具巡回相談

9 月 19 日（水） 13:30 ～ 15:00 土浦市障害福祉課 ☎ 029-826-1111( 内 2454)
◎会場は土浦市勤労者総合福祉センター※身体障害 ( 戦傷病 ) 者手帳と印鑑を持参

そ
の
他
の
無
料
相
談

　　旧石岡市の方が対象  　石岡保健センター　☎ 24-1386　　
　　旧八郷町の方が対象　  八郷保健センター　☎ 43-6655
石

八

石

広報いしおか　№４５　８

石岡のおまつり（還幸祭）17
（月）

敬老
の日

23
（日）

秋分
の日

24
（月）

振替
休日



　　　　 9月の納税

    【納期限　 10月 1日】

　国民健康保険税・・第3期

   ★納税は納期内に納めましょう。

日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

１
（土）

休日市税納税相談  （納付） 

　9：00 ～ 16：30　市役所 収納特別対策室

1 〜 2 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30

緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

2
（日）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30

外科  田中クリニック  ☎ 23-2288

内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

3
（月）

　   健康クラブＭ（要予約）13：00 ～ 15：00

　　　 マタニティスクール１課（要予約）

　   9：30 ～ 11：00　八郷保健センター　

　   さわやか健康クラブ【初級】（要予約）

　   13：30 ～ 15：30  

4
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00 　八郷総合支所　

　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）　

　   子育て相談室（対象：０～ 3 歳児）9：30 ～ 11：30

　   4 か月児健診（対象：Ｈ 19．4 月生まれ）

　  13：00 ～ 14：00

5
（水）

　   子育て相談室（対象：乳幼児）9：30 ～ 11：00

　   心の健康相談（要予約）13：30 ～ 15：30 

6
（木）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　中央公民館

女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00 　市役所

　（要予約）市役所 企画課（内 222）

　   基本健康診査（基本健康診査受診券が必要）

　   9：30 ～ 11：00・13：00 ～ 14：00　

　  リハビリテーション 9：30 ～ 11：30

7
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　国府地区公民館　  

　   基本健康診査（基本健康診査受診券が必要）

　   9：30 ～ 11：00・13：00 ～ 14：00　

　  生活習慣改善相談（要予約）13：00 ～ 15：00 

8
（土）

フラワーパーク「秋の山野草まつり」（～ 24 日）

休日市税納税相談  （納付） 

　9：00 ～ 16：30　市役所 収納特別対策室

8 〜 9 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30

緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

9
（日）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30

外科  滝田整形外科  ☎ 23-2071

内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

10
（月）

農業委員会総会 14：00 ～ 八郷総合支所

献血　10：00 ～ 16：00　ジャスコ石岡店

　   健康クラブＢ（要予約）13：00 ～ 15：00

　　　  マタニティスクール 2 課（要予約）

　9：30 ～ 12：00　八郷保健センター　

　   保健相談室 9：30 ～ 11：30  

11
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00　市役所　
　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）
献血　9：30 ～ 11：30　八郷総合支所
献血　13：30 ～ 15：30　カドヤ八郷店
　   子育て相談室（対象：0 ～ 3 歳児）
　   9：30 ～ 11：30
 　  1 歳児健康相談（対象：H18.9 月生まれ）
　   13：00 ～ 14：00
　    健康相談 9：30 ～ 11：30 瓦谷地区多目的研修センター

12
（水）

　   保健相談室（要予約）9：30 ～ 11：00

　    2 歳児母子歯科健診（対象：Ｈ 17.8 月生まれ）

　13：00 ～ 14：00

　    健康相談 9：30 ～ 11：30 園部地区コミュニティセンター

　    デイケア（要予約）9：30 ～ 11：30

13
（木）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　中央公民館

女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00 　市役所

　（要予約）市役所 企画課（内 222）

　   訪問リハビリ（要予約）9：30 ～ 11：00

　   生活習慣改善指導（要予約）13：00 ～ 15：00　

　   健康相談 9：30 ～ 11：30　林地区公民館

　   リハビリテーション 9：30 ～ 11：30

　   訪問リハビリ（要予約）13：00 ～ 15：30

14
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00　国府地区公民館

登記・行政相談 13：00 ～ 15：00　中央公民館

　   リハビリテーション（要予約 13：00 ～ 15：00

　   健康相談 9：30 ～ 11：30　小桜地区公民館

15
（土）

　　　　　　　　　　　　　　　　  （～ 11 月 13 日）
休日市税納税相談  （納付） 

　9：00 ～ 16：30　市役所 収納特別対策室

15 〜 17 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30

緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

16
（日）

石岡のおまつり（例大祭）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30

外科  山王台病院  ☎ 26-3130

内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

９月の行事・健診・緊急診療

石

八

八

八

石

石

石

八

八

石

石

石

八

八

八

八

八

石

石

石

石

石

八

石

八

八

八

八

石

石

９　広報いしおか　№４５

フラワーパーク「秋の山野草まつり」

石岡のおまつり（例大祭）

石岡のおまつり（神幸祭）

フラワーパーク「秋のバラまつり」



飲酒運転等の罰則が強化 （平成 19 年 6 月 20 日公布）

１飲酒運転の罰則が強化

ドライバーに対する罰則が強化！
現　　　行 改　　　正

酒酔い
運転

「３年以下の懲役」又は
「50 万円以下の罰金」

「5 年以下の懲役」又は
「100 万円以下の罰金」

酒気帯
び運転

「１年以下の懲役」又は
「30 万円以下の罰金」

「3 年以下の懲役」又は
「50 万円以下の罰金」

呼気検
査拒否

「30 万円以下の罰金」
「3 月以下の懲役」又は
「50 万円以下の罰金」

車・酒の提供者、同乗者に対する罰則が新設！

酒酔い運転 酒気帯び運転

車両の
提供者

酒気を帯びて飲酒運転のおそれのある者に対して
車両を提供した者

「5 年以下の懲役」又は
「100 万円以下の罰金」

「3 年以下の懲役」又は
「５0 万円以下の罰金」

酒類の
提供者

飲酒運転のおそれのある者に対して酒類を提供し
た者

「3 年以下の懲役」又は
「５0 万円以下の罰金」

「2 年以下の懲役」又は
「30 万円以下の罰金」

同乗者

ドライバーが酒気を帯びていることを知りなが
ら、車両に乗せてくれるよう依頼・要求して、車     
両に同乗した者

「3 年以下の懲役」又は
「５0 万円以下の罰金」

「2 年以下の懲役」又は
「30 万円以下の罰金」

ひき逃げ (救護措置義務違反 )などの罰則も強化！

現　　　行 改　　　正

ひき
逃げ

「5 年以下の懲役」又は
「５0 万円以下の罰金」

「10 年以下の懲役」又は
「100 万円以下の罰金」

　　　　　　（公布日から3か月以内に施行）

2高齢運転者等
　　　（公布日から1年又は2年以内に施行）

認知機能検査の導入、高齢運転者標識等の表示義
務付け！
● 75 歳以上の高齢運転者…認知機能検査の結果により、
　　　　　　　　　　　　    臨時適性検査を実施
　　　　　　　　　　　　　（公布日から2年以内に施行）
●① 75 歳以上の高齢運転者…「高齢運転者標識」表示を
　　　　　　　　　　　　　　義務付け
　②聴覚障害運転者…「聴覚障害者標識」表示を義務付け
　①②の自動車に対する幅寄せ、割り込み行為の禁止
　　　　　　　　　　　　　（公布日から１年以内に施行）

4被害軽減対策
　　　　　　　（公布日から1年以内に施行）

後部座席のシートベルト着用義務付け！
　　　　　　　●ドライバーは、後部座席に乗車する者に、
　　　　　　　シートベルトを着用させなければならない。

　 問い合わせ　石岡警察署　交通課
　　　　　　　 ☎ 28-0110

3自転車の利用者
　　　　　　　（公布日から1年以内に施行）

●自転車の歩道通行が認められる場合
　＊標識等により歩道通行ができる場合
　＊運転者が児童・幼児の場合
　＊交通の状況等によりやむを得ないと認められる場合
●児童・幼児を自転車に乗車させる場合は、乗車用ヘルメッ
トを着用するよう努めなければならない。

自転車の歩道通行に関する規定を整備！

道路交通法の一部改正

広報いしおか　№４５　１０
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■『一般参加の部』募集

「ねんりんピック」でのほとんどの種目は、各都道
府県・政令指定都市からの代表選手により競技等が行
われます。しかし、本市で開催するオリエンテーリン
グ交流大会では、出場者が、この大会を通じて交流の
輪を深められる機会となるよう、どなたでも参加でき
る一般参加の部を設けています。

いろいろな歓迎アトラクションや特産品の出店、
参加選手へのもてなしとして、温かい汁物などを用意
しています。ぜひ、家族や友達をお誘いあわせのうえ
参加ください。

なお、大会当日、スタート前に競技説明を行いま
すので、初めての方でも安心して参加できます。家族
や友達と野外を走り回り、秋の一日を自然とふれあい
ながらオリエンテーリングの醍醐味を体験してみては
いかがでしょうか？

参加申し込みについては、開催要項（今回の市報
折込）をご覧のうえ、申込書を郵送またはファックス
でお申し込みください。皆様の参加をお待ちしてます。
※申込書は、本市ホームページからもダウンロードで
きます。

日　時　平成 19 年 11 月 11 日（日）
受　付　午前８時～９時
会　場　県畜産センター（石岡市根小屋 1234 番地）
参加費　500 円（未就学児は無料）　※保険料・参加賞
問い合わせ　ねんりんピック茨城 2007 石岡市実行委員会事務局　
　　　　　　〒315-0027   石岡市杉並 2-1-1　石岡保健センター２階
　　　　　　☎ 24-1339　ＦＡＸ 35-1132

　
「
労
働
力
調
査
」
は
、
法
律
で
定

め
ら
れ
た
統
計
調
査
で
、
我
が
国
の

就
業
の
状
況
を
調
べ
る
調
査
で
す
。

就
業
者
数
、
完
全
失
業
者
数
、
完
全

失
業
率
な
ど
の
動
向
が
明
ら
か
に
さ

れ
、
経
済
対
策
や
雇
用
失
業
対
策
に

役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

９
月
か
ら
東
石
岡
三
丁
目
お
よ
び

若
松
二
丁
目
地
内
の
一
部
で
「
労
働

力
調
査
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
知
事

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
調
査
員
が
、
調
査

対
象
地
区
内
の
各
世
帯
に
名
簿
づ
く

り
の
た
め
に
伺
い
ま
す
。
こ
の
名
簿

を
も
と
に
調
査
世
帯
を
選
ぶ
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

労
働
力
調
査
の
内
容
を
他
に
漏
ら

す
こ
と
や
目
的
外
に
使
用
す
る
こ
と

は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
世
帯

に
迷
惑
が
か
か
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

県 

企
画
部 

統
計
課 

人
口
労
働
担
当

☎
０
２
９
・
３
０
１
・
２
６
４
９

総
務
省
統
計
局
か
ら

労
働
力
調
査
の
お
願
い
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◆ 日　　時　10月6日（土）
　　・昼の部　開演 14：00　【開場 13：30～】
　　・夜の部　開演 18：00　【開場 17：30～】
◆ 会　　場　石岡市民会館大ホール　
◆ 入場料金　S席　5,800円　　A席　4,800円
　　　　　　　（当日は500円増）　
　＊全席指定となります　　
　＊未就学児の入場は、ご遠慮ください。
◆ チケット発売日　8月3日（金）　午前9時～
　※電話予約は午後1時から、石岡市民会館のみ受付
◆ チケット取扱所　石岡市民会館・石岡SCぱれっと1F
　　　　　　　　　 インフォメーション・中央公民館
◆ 問い合わせ　石岡市民会館　☎22-5187

☆梅沢富美男☆ 魅力のすべて

石岡市民会館　自主事業のご案内

梅沢武生劇団
　1部  お　芝　居
　2部  歌謡ショー

　梅沢富美男…舞台公演では、軽
けいみょうしゃだつ

妙洒脱にて抱腹絶倒の

三枚目から感動演技まで。歌謡ショーでは「下町の玉三

郎」と呼ばれる華麗にして妖艶な女形。

　

☆
優
良
賞
☆

　

市
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
声
を

掛
け
合
い
、
よ
り
明
る
く
和
や
か
な

潤
い
の
あ
る
家
庭
や
地
域
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
、
オ

※

ア
シ
ス
運
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。そ
の
一
環
と
し
て
、

毎
年
オ
ア
シ
ス
作
文
・
標
語
を
小
中

学
校
、
高
等
学
校
、
一
般
の
皆
様
か

ら
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
18
年
度
の
標
語
の
部
の

優
良
賞
の
う
ち
の
二
作
品
を
紹
介
し
ま

す
。
な
お
、
今
回
紹
介
し
て
い
な
い
優

良
賞
作
品
は
、随
時
紹
介
い
た
し
ま
す
。

◆ 

問
い
合
わ
せ　

　

 

教
育
委
員
会　

生
涯
学
習
課　

　

 

☎
４
３
・
１
１
１
１
（
内
１
２
４
２
）

平
成
18
年
度　

『
オ
ア
シ
ス
運
動
』
標
語
の
部
入
選
作
品

オ
ア
シ
ス
が　

心
に
町
に　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ふ
れ
て
る

み
ん
な
に
広
が
れ　

　
　
　
　
　
　
　

オ
ア
シ
ス
運
動

小こ
ま
つ松　

樹み
き
ひ
で英

（
南
小　

５
年
）

久く

め米　

汐し
お
み美

（
杉
並
小
３
年
）

※
オ
ア
シ
ス
運
動

　

オ
お
は
よ
う

　

ア
あ
り
が
と
う

　

シ
し
つ
れ
い
し
ま
す

　

ス
す
み
ま
せ
ん

　

表
紙
で
紹
介
し
て
い
る
「
真
家
み
た
ま

お
ど
り
」
は
、８
月
15
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

文
化
財
に
も
な
っ
て
い
る
こ
の
踊
り
を
、

一
度
ご
覧
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

当
日
の
行
程
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。
時
間
は
、
状
況
に
よ
り
前
後
し
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆ 

８
月
15
日
の
行
程
表

　

８
：
00　

明
圓
寺

　

10
：
15　

全
龍
寺

　

13
：
00　

戦
没
者
忠
霊
塔
前

　
（
園
部
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）

　

 

13
：
45　

長
原
公
民
館

　

14
：
30　

福
寿
院

◆ 

問
い
合
わ
せ

　

 

八
郷
総
合
支
所 

商
工
観
光
担
当

　

 

☎
４
３
・
１
１
１
１
（
内
１
２
１
１
）

真
家
み
た
ま
お
ど
り

広
報
い
し
お
か
　
№
45　

8
月
１
５
日
号

平成19年8月15日　編集／石岡市秘書広聴課　☎23‐1111　内線212　〒315‐8640茨城県石岡市石岡3165-2

ホームページアドレスhttp://www.city.ishioka.lg.jp/　電子メールshichoushitsu@city.ishioka.lg.jp　メールマガジンをご利用ください。

　　　 再生紙70パーセントを使用しています。　　　 環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

「
広
報
い
し
お
か
」
は
、
最
寄
の
公
共
施
設
、
金
融
機
関
、
市
内
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
石
岡
駅
・
高
浜
駅
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

主　催：石岡市
後　援：石岡市教育委員会・石岡商工会議所
　　　　八郷商工会
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